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  町は、子どもの意見に耳を傾けて。  
４⽉１⽇より⼦ども基本法が始まりました。 
34 年前、国連⼦どもの権利条約が誕⽣しました。 
⽇本で、⼦ども基本法がやっと実現です。 
⼦どもの権利条約には４つの原則があります。 
●⽣きる権利 
●育つ権利 
●守られる権利 
●参加する権利 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽣きる権利、育つ権利、守られる権利
は、メディアが取り上げる虐待、家族の世
話をするヤングケアラー、⼦どもの貧困な
どの対応として、政府や嵐⼭町も取り組み
始めています。 
⾏政として、少⼦化への対応として⼦育て
⽀援が重要な政策になりました。 
 

参加する権利は、⼦どものことについて社
会に参加して⼦どもの意⾒を表すことができ
るという権利です。基本的な権利ですが、⼦
どもの意⾒も聞いて国、町の政策を考えると
いうことがありません。⼦どもは「⼤⼈の⾔
うことを聞け・黙ってついてこい」という⼦
ども観があって、「⼦どもの権利は⼦どもの
わがまま」とする価値観がまだまだ根深い。 
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■左のグラフでは 0 歳
児は 58 ⼈、⼩学校 6
年⽣の半分です。 

■⼦どもが⼤⼈になっ
て嵐⼭町で⽣活する
かはわかりません。 

■⼦どもの思っている
ことを安⼼して発⾔
できる場があると、
⼦どもは⾃⼰肯定感
と社会への信頼感が
できます。 

 
 ⼦どもとは関係なく、学校再編は、「財政」「少⼦化」「効率性」で、動いています。 

⼦どもの⽴場で、「⼦どもが学ぶ場」「居場所」としての学校を考えてみませんか。 
■⼩学⽣は「トイレを洋式に」「天井の⾬漏りを直して」「⾃分の好きなことをしたい」 
■中学⽣は、「⼩学校が制服なしで中学は制服で校則があるの？」「楽しい学校で⾃分の学びたい
ことを学びたい」、そのほか感じていることを公的に発⾔できる場を作りたい・・・ 
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